
５月は、自転車マナーアップ強調月間
毎月１５日は、自転車マナーアップデー

群馬県交通対策協議会
（事務局　群馬県県土整備部道路管理課交通安全対策室）

自転車は車両です。自転車の交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

Ａ Ｂ

自転車道や普通自転車専用通行帯がある場
合、普通自転車はその自転車道や通行帯を
通行しなければなりません。

自転車通行を推奨する場所と進行方向を
示したものです。

自
転
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用

自転車保険の加入義務化 自転車用ヘルメットの着用努力義務化

詳細は裏面参照

自転車事故の削減に向け、群馬県では自転車道等を整備中です。

携帯電話の使用

飲酒運転

二人乗り 傘差し運転

並列走行

ダメ

無灯火

原則は車道通行！

普通自転車が
歩道を通行できるのは



自転車乗用中の死者の致命傷部位は約６割が頭部です。また、自転車乗用中の交通事故でヘルメットを着用
していない人はヘルメットを着用している人に比べ致死率が約３倍になっています。大切な命を守るため、
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

（注）「致死率」とは、死傷者のうち死者の占める割合をいう。
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致命傷の約６割は頭部！！
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ヘルメット着用状況別の致死率比較（令和２年）

群馬県交通安全条例が改正されました ※令和３年４月１日施行

❶ まずは自身の加入状況をチェック！
自転車保険加入チェック表
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注１　自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるもので、有効期間は１年間です。
注２　特約の名称は保険会社によって異なります。

❷ 加入していない方は必ず加入しましょう！
自転車保険に加入していないことが分かった方や
高額賠償対応に変更したいと考えた方に群馬県が
認定した保険を紹介しています。


